
京都府新しい商店街づくり総合支援事業 

事業概要１-１  
地域課題解決コミュニティ活性化事業 
＜単独型＞＜子育て応援タイプ＞ 

 

１ 趣 旨 
  商店街が主体となり取り組む、地域課題を解決するための試みやデジタル化、空き店舗対策を支

援し、商店街の多機能化や商店街に多様な人材を集積させることで、商店街が地域コミュニティの

核として、地域・個店と一体的に発展していくことを目的とし、商店街が行う新たな取組を支援す

る 

 

２ 補助対象となる事業  
   

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本調査の対象外 
 

◆地域の防災や防犯など安心安全に係る取組 など 
 例）地域住民を巻き込んだ防災ワークショップの実施 

◆外出困難者への買い物支援に係る取組 など 

 例）高齢者施設等への出張商店街の実施 

◆エコ活動やフードバンクなど SDGsに関する取組 など 

 例）個店からの寄贈品で実施するフリマの開催  

◆オンラインによる商店街PR など 

  例）専門店ならではの、コツや知識を、WEB会議システムを 
通じて発信する取組 

◆ECサイトによる仮想商店街での販売 など  

◆空き店舗調査や入居者掘り起こしに関する事業 など 
 例）空き店舗所有者等を調査し、空き店舗マップを作成 
     起業希望者への現地見学会の実施 

◆チャレンジショップや地域コミュニティスペースへの改修 など 

 例）出店や将来の起業を検討中の学生や若者にチャレンジ 
ショップとして貸し出しするために整備 

単
独
型 

地域課題解決 

 

空き店舗活用 

子育て応援タイプ 

 

例）授乳やおむつ交換ができるスペースの整備 

子連れ来街者へ各店舗が提供できるサービスを記載した商店街の 
地図作成等 

 

例）店舗内の段差解消（簡易スロープの設置）やジョイントマットの 

設置等 

対象：WEラブ赤ちゃんプロジェクトに参画する商店街内の個店や 

商店街事務所等にて実施する備品整備への支援 

（※別途、申請については御案内します） 

補助率：3分の２ 補助上限：200千円（下限１０千円） 

商店街内の個店 
 

◆子ども連れでの来街を促進させる取組 など 

商 店 街 



３ 補助対象事業者 
  商店街振興組合 、 商店街･小売市場における事業協同組合  等 
 

４ 補助率及び補助限度額 
     ① 補助率： ３分の２ 

   ② 限度額：「地域課題」「デジタル化」「空き店舗活用」 → ２００万円  

        「子育て応援タイプ」 → ２５０万円 
 

５ 補助対象経費 

    

事業 ソフト部分 ハード部分 

 

単独型 

 

 

子育て応援タイプ（商店街） 

 

・報償費（講師謝金等） 

・旅費 

・消耗品費 

・印刷製本費 

・役務費 

・広告宣伝費 

・使用料及び賃借料＊１ 

・委託料＊２ 

 

・工事費修繕費 

・備品購入費 

 

 ＊１：店舗等賃借料については６ヶ月以内分のみが補助対象 

 ＊２：総事業費の２分の１以内（委託内容のうち事業に関わるもののみが対象） 

 

６ 申請にあたっての諸注意 

 
● 事業内容について商店街創生センターによりヒアリングを実施（交付申請前） 

ヒアリング後に実施する、外部の有識者による「意見聴取会議」での意見により、 

補助金希望申請額の減額や事業内容の変更等を求める場合があります。 
 

● 事業に応じたＫＰＩ（目標）を交付申請時に設定 

例）・来街者数 

  ・新規出店者数 

  ・ＳＮＳなどで外部発信を行う数 

  ・事業への参加者数 

  ・商店街会員数 等 
 

● これまでに京都府からの補助実績がある取組は補助対象外。ただし前回の取組における課題

を改善して取り組む場合は補助対象となることがありますので、提出前に商店街創生センタ

ーまで御相談ください。 
 

● ハード部分の補助については、耐用年数期間内に廃棄や売却等を行った場合は、 

残年数に応じて、補助金の返還を求めることになりますので御注意ください。 

  

「地域課題解決」 

「デジタル化」 

「空き店舗活用」 



京都府新しい商店街づくり総合支援事業 

事業概要１-２  

地域課題解決コミュニティ活性化事業 
＜連携型＞ 

１ 趣 旨 
  商店街が地域の実情をよく知るまちづくり会社をはじめとした民間事業者等と連携し、空き店舗

等を活用した取組を支援する 

 

２ 補助対象となる事業 

  ◆商店街等の空き店舗等の活用 

   例）・地域のニーズにあった店舗の誘致やチャレンジショップの整備等を行う 

     ・地域住民の交流拠点となる施設として整備 

 

３ 補助対象事業者 
  商店街振興組合 、 商店街･小売市場における事業協同組合 、 任意団体の商店街 、 地域のまちづくり 

や商業活性化等に取り組む民間事業者等 

 

４ 補助率及び補助限度額 
     ① 補助率： ３分の２ 

   ② 限度額：５００万円 

 

５ 補助対象経費 

 事業 ソフト部分 ハード部分 

連携型 

・報償費（講師謝金等） 
・旅費 
・消耗品費 
・印刷製本費 
・役務費 
・広告宣伝費 
・使用料及び賃借料＊１ 

・委託料＊２ 

・工事費修繕費 
・備品購入費 

   ＊１：店舗等賃借料については６ヶ月以内分のみが補助対象 
   ＊２：総事業費の２分の１以内（委託内容のうち事業に関わるもののみが対象） 
 

６ 申請にあたっての諸注意 
 

● 事業内容について商店街創生センターによりヒアリングを実施（交付申請前） 

ヒアリング後に実施する、外部の有識者による「意見聴取会議」での意見により、 

補助金希望申請額の減額や事業内容の変更等を求める場合があります。 
 

● 事業に応じたＫＰＩ（目標）を交付申請時に設定 

例）・来街者数 

  ・新規出店者数 等 
  

● これまでに京都府からの補助実績がある取組は補助対象外。ただし前回の取組における課題

を改善して取り組む場合は補助対象となることがありますので、提出前に商店街創生センタ

ーまで御相談ください。 
 

● ハード部分の補助については、耐用年数期間内に廃棄や売却等を行った場合は、残年数に応

じて、補助金の返還を求めることになりますので御注意ください。 


